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破産予納金納付についての御協力のお願い

代理人弁護士　各位

第3民事部破産同時廃止係（早期面接）

　当係では，破産手続開始及び同時廃止決定は，破産予納金の納付が確認された

後に行うこととしておりますが，早期面接手続の面接において，面接当日に決定

をすることが可能と判断されたにもかかわらず，面接当日に破産予納金が納付さ

れないために決定をすることができない事案が見受けられます。

　早期面接手続は，弁護士に対する信頼を基礎として，代理人弁護士申立てによ

る自己破産手続について，できるだけ速やかに破産手続を開始しようとする運用

であり，その制度趣旨にかんがみれば，面接当日に決定がされることを前提とし

て，破産予納金については，遅くとも面接当日に納付ができるように準備をして

いただいた上で，面接に臨んでいただくことが相当であると思われます。

　つきましては，早期面接手続を利用される代理人におかれましては，遅くとも面

接の当日に破産予納金の納付ができるように準備をしていただいた上で，面接に臨

んでいただくよう御協力をお願いします。早期面接時に破産予納金（同時廃止の場

合は1万1，859円）を御持参いただければ，当庁12階の出納課保管金係にお

いて即時納付が可能です。

　また，申立後の進行により，納付された予納金の一部または全部を還付する場合

もありますので，保管金予納手続時には事前還付手続きも併せて行うようご協力く

ださい。

　なお，予納金の納付は電子納付も可能ですので御利用ください。


